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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

熊本地方裁判所

吟

■ロ ’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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の職務遂行を妨害した。

て
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■
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2 行為の日時 ， ’

’
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’3
l

法廷，審判廷又はその周辺’

庁舎内 ’

裁判所構内 ’ 。

住居（官舎を含む。 ）
その他 (|『 I

. で 一
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I
I

行為者

事件当事者

傍聴人

不明

その他

4 |’ ’
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被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等
その他 ．
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ｲ丁為の態様及び被害の状況

吹のとおり □

６
■ 別紙のとおり ロ追完予定

一

一

國画■■

|にこれまでの経緯を伝えた上で対
応を依頼し，行為者対応を引き継いだ。

|から，総務課課長補佐に対し‘最初は,■■訟
ﾛ■現在は 次席書記官が対応しているが， ’

‐－ ’

8 裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’
’’

(最総一・）

］のとおり

7 行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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福島地裁総第52
（庶ろ－0

平成28年6月

ロ
方
、
Ｉ
ノ
ｐ
Ｈ

２
４
３

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
(3月3日付け福島地裁総第172号に対する追加報告）

福島地方裁判所

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害
口 自殺

口施設

、

，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

2 行為の日時

3 行為の場所

口法廷

周辺

,

口庁舎内

審判廷又はその

口裁判所構内

口住居（官舎を含む。 ）

□その他（ ）

4行為者

口事件関係者

口傍聴人

口不明

□その他（ ）
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i被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員
司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
物品，文書等
その他（

５
口
□
□
□
□
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ロ
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ロ
ロ

行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
□

U

口追完予定

行為に至る経緯
次のとおり

７
□ 口別紙のとおり 口追完予定

その結果等の行為後の事情
口別紙のとおり

裁判所の対応，
次のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 那覇家庭裁判所

二
一
一

ｒ
ｌ

1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

■その他 （■■■の損壊 ）

１
１
１
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る。

’行為の日時2

’行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他I I)

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(I_ )
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６
■
行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

｜

’
口追完予定

’

■■■ ’

7行為に至る経緯

■次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定

1
一一

｜
’

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(最総一）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名)横浜地方裁判所

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害 ，｜
自殺,自傷

施設物品等の損壊等

文書偽造,官職名等の不正使用

逃走

ヂ
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口裁判所構内等における犯罪行為｜■職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

2行為の日時 ’ ’

3行為の場所

法廷,審判廷又はその周辺

■
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行為者

事件関係者
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被害者,被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり ’口追完予定

上記｢行為の概要｣柵記載のとおり

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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静岡家裁総第751号

（訟ろ－15-A)

平成28年6月7日

最高裁判所事務総局総務局長殿

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

!（
(庁名）静岡家庭裁判閉一 ’

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他 （ ）
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行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺
庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他1 1）
行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他q■■■）
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臼裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。

裁判所のその他の施

物品，文書等 ・

その他（ ’

’
忠

）

設

'） ’
行為の態様及び被害の状況

吹のとおり 口別紙

６
■ のとおり 口追完予定
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次のとおり
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裁判所の対応，その結果等の行為後の事情８
■ 吹のとおり 口別紙 のとおり 口損堯 予岸
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
『

1
（庁名）福岡家庭裁判所

ｈ
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□
一

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ））
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり

６
■ 口別紙のとおり 口追完
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行為に至る経緯

次のとおり

７
■ 口別紙のとおり 口追完予定

1及び6に記載のとおり。

8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁判所
－

’ |薊」
行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所溝内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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予告
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時’2行為の日 郡

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他■）

3

’行為者

事件関係者

傍聴人

不明
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被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■■■■
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6行為の態様

■次のとおり

及び被害の状況

口別紙のとおり 口追完
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行為に至る経緯

次のとおり
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■ 口別紙のとおり 口追完予定

ｒ
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8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定
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1

福島地裁総第617号
（庶ろ－4）

平成28年6月16日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

福島地方調訓所’ I

Ｅ ’行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）

１
口
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□
■
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□
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□
□

■
（

2行為の日時 ｜‘
’

I

’3行為の場所

法廷，審判廷又はその
’周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
その他 （ ）
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事件関係者 ’

I
傍聴人

不明

その他 ）（
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１
１

１
１

I

’5

裁判官 ’
その他の職員

’ ’司法修習生

事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等
その他（ ）

行為の態様及び被害の状況
次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

６
口

行為に至る経緯
吹のとおり

７
口 ■別紙のとおり 口追完予定

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
次のとおり ■別紙のとおり

８
口 口追完予定

9備考

(最総一）



（別紙）

6行為の態様及び被害の状況

「
b

｜

’
｜

’|－
7行為に至る経緯

’

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
~一一二 一

I

l

l

1









裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）広島地方裁判所

－

口 １■
□
□
□
□
□
□
■
□

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

暴行を受け,■■■

自殺， 自傷 傷害を負った
一三一

－－

I

句

延
2

｜ ’3

’法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

|）その他 （

’Ｌ
‐

4

事件関係者

傍聴人

不明 ’

| ）その他（

’回!(＝ 裁判官 ｜ ‘
その他の職員

｜ 司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等 ’
（ |）その他

==一三一一~- T 一石一､11~1ﾛﾛ.I ー一一－－

｢華

匿わ'．＝山

ｰ ■



､

(最総一）

6 行為の態様及び被害の状況

口次のとおり 園別紙のとおり 口追完予定

7 行為に至る経緯

口次のとおり 園別紙のとおり 口追完予定

8 裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

口次のとおり 闇別紙のとおり 口追完予定

9 備考



(別紙）



以上



(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

福岡家庭裁判所
I

一

劃ユ…‘h

一 寺

一 ‘＝ぬ ．唱‘1 1･‐ 砥

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為

朧員の職務遂行の妨害
その他

１
口
■
ロ
ロ
・
□
□
ロ
ロ
□

’
1

－ 一一 －－ －

I’

＝昔

〉

I

I

で
ロ

（

’2 行為の日時

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所椎内

住居（官舎を含む。 ）
その他

3
１
１

’
’

’

‘一丁三■ー 』-【．

行為者

事件当事者

傍聴人

不明

その他

4
』一一ー律一一一一●ユニーー

－

’
＝

一nVや ＜
5

〔 q

〈

’被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員
司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。.）

裁判所のその他の施設

物品，文書等
その他

5

且

’

１

１

ﾛ
I

ID

I

ノ

F

‐■戸

卜Z

日四二雪。唖

6．T二°,･ 1局,p mLT1ほ弓斤.:」

正
■
亭
‐
皿
■
■
■
夙
引
Ⅱ

Fユ■



’
態様及び被害の状況

おり ロ別紙3のとおり 口追完予定

－lのとおり

7 行為に至る経緯

■汝のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

▼トエ △■＝ ロ■■ロ ｜■三・ I ■■■

、j骨 二I:低TN躍定唖酔¥月,…唖国q【可:ﾔ.M1:稚’。＃ ,HF IjL娘iL 』；

8 裁判所の対応， その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

｜

ご毛 一＝J』▼1

－画 ｡ P ，L‐_--巻一・L｣．
p
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(最総一）
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 千葉地方裁鰄－－■

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

l

l

ー－1

妾触させて,■■■’

１
□
■
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
□
□
｜

’

|’ |接触させて,■■■
■■■破損させた
I■■

2行為の日時 ，

|■■■■■
3

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内 ’

住居（官舎を含む。 ）

その他（ ）

行為者

事件関係者

傍聴人

’4

不明

その他（ ）

5被害者，被害施設等 ’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族 1

I庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

| ）その他（

■■●ﾖ■ロ

, 言 口一ー一一一一

Ⅸ唾麿Y事鼎『ﾛｰ宮冒■雫マーー~石､…ー正二－1
一一 一 一 、 ▽ －一 ■

Ｉ



行為の態様及び被害の状況

占一

６
■ 次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定

FMユ 『詞 皿

一
一
7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■汝のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

| ’ １
１

弓.ﾛ■ 。ー旦 ニロ■虫

■
■
。

’

9備考

(最総一）
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'

へ

(別紙様式）

裁判所職員に対す-る加害行為等に関する報告書

(庁名） さいたま家庭裁判所

１
口
□
□
□
■
□
□
□
□

Ｉ 仁
行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷 、

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

’

1,た疑いが疑いが－圏 行使された行使された ある。

2 ロ
’

■
一

3
■■■■■■

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

’その他 （

）

■■行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（ロ

4

|）
二二二

被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■）

5 | －－ ’
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幸
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行為の態様及び被害の状況６
■
次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定 ’

五一

－

’
｜

’

’’
■IT･・ ［■I今

’
7行為に至る経緯

■次のとおり ロ別紙のとおり 口追完予定
－

一

’

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応！

■次のとおり 口追完予定

｜
’ ’

一

9備考
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(最総一）
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平成2，8年6月28日

高知地方裁判所事務局長殿

■■■■■■高知地方裁判所■■■■■庶務課長

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書（追加）

■月■日に発生した加害行為について,先に報告した裁判所職員に対
する加害行為等に関する報告書第8項「裁判所の対応その結果等の行為

後の事情」を， 下記のとおり追加報告します。

記
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪地方裁判所

1 行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の殴損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

’

I応対していた総務課職員

に対し,I

げつけ，さらに，

蹴りつける暴行を加え，もって，同人の職務の

執行を妨害したもの

行為の日時2

」
１
１

Ⅲ■■
■

七I

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

’
住居（官舎を含む。 ）

その他（ ）

’行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他

4

詞．ザ、銅

心
、
℃
、
旧
■
ｐ
ｕ
０

饗
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・
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－
句
Ｊ

秘
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塾
睡

遥
？
｜

ｒ
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I
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画
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|’ ’被害施設等

裁判官

職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

’ 住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

’
一
｜
’

|）その他 （

行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり

６
■ 口追完予定

－1

｜
’

一与一 一ユ －＝

二二ﾆニニ
－－

一

’

’

行為に至る経緯

次のとおり □

6に記載のとおり

７
■ 別紙のとおり 口追完予定

’

面▽可百丁＝=■司口~画面邪'百~一Wに



その結果等の行為8裁判所 後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’
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’
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